
 
はしがき 

 
第１次・第２次地方分権改革では、国と地方の関係を対等・協力の関係に変

えるという理念の下、地域が自らの創意と工夫により課題を解決するための制

度的基盤の構築が図られてきた。 
 平成２５年６月に「第３次一括法」、平成２６年５月に「第４次一括法」が成

立し、地方公共団体に対する事務・権限の移譲や義務付け・枠付けの見直し等

が進められてきた。 
さらに、地方の発意に根ざした取組を推進する新たな手法として、個々の地

方公共団体等から地方分権改革に関する提案を広く募集し、それらの提案の実

現に向けて検討を行う「提案募集方式」が平成２６年から導入された。 
「提案募集方式」による地方公共団体等からの提案等を踏まえ、事務・権限

の移譲や義務付け・枠付けの見直し等を一層推進するため、平成２７年６月に

「第５次一括法」、平成２８年５月「第６次一括法」が成立し、平成２９年４月

には「第７次一括法」が成立した。 
 このような地方分権に関する種々の改革の進展や課題を視野に入れながら、

地方分権に関する基本問題について先進的かつ実践的な調査研究を実施するた

め、平成１６年度に本研究会を設置し、検討を重ねてきた。平成２９年度にお

いては３回の研究会を開催しており、本報告書は、その成果をとりまとめたも

のである。 
 本報告書が、我が国の地方税財政を考える上での一助となれば幸いである。 
 なお、本研究会は、一般財団法人全国市町村振興協会と一般財団法人自治総

合センターが共同で実施したものである。 
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トランプ財政と税制改革案：予算教書・オバマケア代替案なども踏まえて 

                              関口 智（立教大学） 

１． トランプ政権の予算教書（2017年 5月 23日） 

（１）全体像：10年間で財政黒字化（2027年に債務残高 59.8％（対 GDP比））。 

 

→財政赤字は 10年間で 56,190億ドル削減。 

→歳出削減分（35,580億ドル）と経済効果分（20,610億ドル）。 

（２）歳出削減分：35,580億ドル 

・オバマケア代替又は廃止に伴う赤字削減（2,500億ドル） 

・メディケイド支出（6,150億ドル）、福祉関連支出（2,720億ドル）等の大幅な削減。 

※インフラ投資予算の増額（2,000億ドル）と国防予算の増額（4,690億ドル） 

→公的年金、メディケア（高齢者医療保険）、国防費等は削減しないとの選挙公約を反映。 

（３）経済効果分：20,610億ドル 

 

 

【表１】予算教書の財政赤字への効果：財政赤字の増加（＋）又は減少（－）

2018-
2022

2018-
2027

政策前ベースラインにおける財政赤字計画：① 585   605   413   553   647   743   881   925   956   #### 1,234  1,338  3,238  8,775  
対GDP比 3.2% 3.2% 2.1% 2.7% 3.0% 3.3% 3.8% 3.8% 3.8% 4.1% 4.5% 4.7%

2018年予算における財政赤字削減額：② 0 -2 28 -25 -161 -286 -441 -606 -746 -905 -1,122 -1,355 -885 -5,619

2018年度予算における提案 0 -2 30 -1 -98 -184 -288 -393 -479 -572 -714 -859 -541 -3,558
主要施策（Major initiatives） 5 12 -35 -66 -123 -184 -227 -275 -368 -458 -207 -1,719

オバマケアの廃止・代替（Repeal and replace Obamacare） 25 30 -5 -30 -35 -40 -40 -50 -50 -55 -15 -250
官民インフラ投資への1兆ドル支援 5 25 40 50 40 20 10 5 5 160 200
Reform financial regulation and prevent taxpayer-funded bailouts -2 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -12 -33
Establish a paid parental leave program 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 8 18
メディケイド及びChildren’s Health Insurance Program(CHIP)の改革 -2 -3 -10 -20 -40 -60 -80 -105 -130 -165 -75 -615
福祉制度改革 -9 -16 -23 -25 -30 -33 -33 -34 -35 -34 -103 -272
連邦学生ローンの改革 -4 -7 -11 -13 -15 -17 -18 -19 -19 -20 -50 -143
Reduce improper payments Government-wide 0 -1 -2 -3 -5 -5 -10 -21 -38 -58 -11 -143
Reform disability programs -1 -1 -2 -2 -3 -5 -8 -12 -17 -22 -9 -73
Reform retirement benefits for Federal employees  -4 -1 -3 -4 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -18 -63
Limit Farm Bill subsidies and make other agricultural reforms  -3 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -15 -38
Extend the current Veterans Choice program  1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 11 31
その他の支出削減及びプログラム改革 -7 -12 -16 -17 -26 -35 -38 -27 -71 -89 -78 -338

裁量的支出の優先順位変更 -2 25 -13 -62 -113 -153 -185 -214 -242 -270 -300 -316 -1,527
国防費強制削減（defense sequester）撤廃及び国防・裁量的支出の上限引き上げ 2 42 52 52 50 49 48 47 45 43 41 245 469
政府部門の再編と非国防・裁量的支出に対する2ペニープランの適用 -5 -15 -49 -81 -112 -133 -156 -179 -202 -226 -251 -390 -1,404
Phase down the use of Overseas Contingency Operations funding 1  1 -2 -16 -33 -51 -69 -77 -82 -85 -87 -90 -171 -592

Debt service and indirect interest effects -1 -5 -12 -24 -38 -55 -76 -101 -18 -312
経済的フィードバックの効果（Effect of economic feedback） -2 -24 -63 -102 -153 -213 -267 -333 -408 -496 -344 -2,061

2018年予算における財政赤字（黒字（＋））：①＋② 585 603 441 528 486 457 440 319 210 177 112 -17 2,353 3,156
対GDP比 3.2% 3.1% 2.2% 2.5% 2.2% 2.0% 1.8% 1.3% 0.8% 0.6% 0.4% –0.1%

総債務 19,540 20,355 21,093 21,840 22,503 23,114 23,647 24,071 24,410 24,639 24,781 24,676
うち政府保有分 5,372 5,531 5,740 5,883 5,994 6,090 6,130 6,184 6,260 6,260 6,240 6,101

うち政府保有以外分 14,168 14,824 15,353 15,957 16,509 17,024 17,517 17,887 18,150 18,379 18,541 18,575
対GDP比 77.0% 77.4% 76.7% 76.2% 75.1% 73.7% 72.2% 70.2% 67.8% 65.3% 62.7% 59.8%

（資料）Office of Management and Budget (2017),Table S–2及びTableS-10より作成。

20202016 2017 2018 2019

（単位：10億ドル)

2027
合計

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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２．トランプ予算教書における税制改革の位置づけ：歳入中立を主張 

→財政赤字における予算教書と CBO予測の差異 

 

→財政赤字の差異（36,860億ドル）の大半は、歳入見込みの差異（36,280億ドル） 

→経済成長率の差異：大統領案の高い見積もり（名目 5％、実質 3％） 

→一方で「経済成長による税収増」を財政赤字削減に充てるとし、他方で減税による税制改

革の財源は「経済成長よる税収増」でまかない、歳入中立で行うとしている。 

 

２． 税制改革案の概要：トランプ政権案（2017年 4月）と下院共和党案（2016年 6月） 

（１）トランプ政権案：基盤とする租税論なし（理念や整合性なし）。 

 

→「大統領は議会とその他の利害関係者と丁寧に作業を進める1」としている。 

                                                   
1 Office of Management and Budget (2017)p.14. 

【表2】大統領予算に対する議会予算局とトランプ政権との見積もりの差異

2018–
2022

2018–
2027

財政赤字見積：【大統領予算教書：表１】① -603 -440 -526 -488 -456 -442 -319 -209 -176 -110 16 -2,351 -3,150

名目GDP 19,162 20,014 20,947 21,981 23,093 24,261 25,849 26,779 28,134 29,557 31,053

財政赤字見積【議会予算局】② -693 -593 -689 -664 -692 -745 -681 -636 -696 -719 -720 -3,383 -6,836

名目GDP 19,210 19,924 20,671 21,380 22,165 23,037 23,951 24,905 25,896 26,927 27,999

差異：大統領予算教書（②）-議会予算局（①） -91 -153 -163 -176 -237 -303 -362 -427 -521 -609 -736 -1,032 -3,686

歳入の差異b -145 -176 -181 -203 -240 -305 -356 -425 -494 -575 -673 -1,105 -3,628
経済上（Economic） -23 -46 -86 -151 -221 -289 -359 -431 -515 -608 -711 -793 -3,417
技術上（Technical） -122 -130 -95 -52 -19 -16 2 6 21 33 39 -312 -211

歳出（Outlays）の差異c -54 -23 -18 -26 -4 -2 6 2 27 33 64 -73 58
義務的経費（Mandatory） -38 -6 1 -7 12 -1 -14 -26 -23 -38 -34 -1 -137

経済上 2 0 -1 -9 -16 -27 -37 -45 -63 -76 -96 -54 -371
技術上 -39 -6 3 2 28 26 23 20 40 38 62 53 234

裁量的経費（Discretionary）：技術上 -9 -9 -11 -14 -11 2 11 4 8 8 9 -42 -1
純利払費（Net interest） -7 -8 -9 -5 -5 -3 9 24 42 64 89 -30 196

経済上 -5 -5 -8 -5 -5 -3 4 13 26 42 61 -25 121
技術上 -2 -3 -2 0 -1 0 5 10 16 21 28 -5 75

（資料）Congressional Budget Office (2017c)Table6

（単位：10億ドル）

2025 2026 2027
合計

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

【表３】トランプ政権の税制改革案

トランプ税制改革案（2017年4月） 予算教書での税制改革案（2017年5月）

明確にせず（税収中立） 明確にせず（税収中立）
税率の引き下げ（35％→16％） 税率の引き下げ。

全世界課税方式から領土主義課税への転換 同左
海外留保利益に1回限りの課税。 同左

利子への租税優遇を廃止 同左
税率区分の簡素化（７つ（うち最高税率39.6％）→３つ（10％、25％、35％）） 個人所得税率の引き下げ

基礎控除額を2倍にする。
保育・介護支出世帯への租税負担軽減 同左

富裕層向け租税優遇措置の廃止
持ち家所有者と慈善寄付控除の保護 同左

退職所得の保護
代替ミニマム税の廃止 同左

遺産税の廃止 同左
同左

（資料）White house（2017）及びOffice of Management and Budget (2017)より作成。

企業課税

中所得層
家族への

減税

簡素化
家計課税

3.8％の純投資所得税（オバマケア財源）の廃止

減税規模
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（２）共和党下院案：消費課税論（フラットタックス）を基礎にしている。 

①課税ベースの比較（国境調整税除く）。 

 

※共和党案は投資や資金調達に対して中立的な税制と主張。  

※国際課税１：領土主義への転換はトランプ案でも明言している。 

 ②国境調整税は、付加価値税の課税ベースを強く意識している。 

 

※①と②をトータルで見ると、共和党案は付加価値税と同じ課税ベース。 

  ※税率引き下げの財源確保としての課税ベース拡大措置になりうる。  

＜輸入企業に与える影響が大きい：輸入企業の租税負担＞ 

 

（為替・価格変動なしの場合） 

→輸出補助金と輸入関税と同等の効果（輸入産業の反対と輸出産業の賛成） 

※国際課税２：輸出・輸入に対する税制の対応は、トランプ案では明言していない。 

【表４】課税ベースの比較（〇：課税ベースに含む、△：一部課税ベースに含む、×：課税ベースから除く）

Flat　tax 付加価値税
支払賃金・給料 × × × 〇
支払利子 × 〇 〇 〇
固定資産の購入 △（減価償却） × × ×
海外子会社利益 △（本国配当時） × × ×

Flat　tax 付加価値税
受取賃金・給料 ○ 〇 ○ ×
(資料）関口（2015）表7-1を修正・簡略化。

現行個人所得税 下院共和党案

企業段階

家計段階

下院共和党案現行法人所得税

【表5】企業段階：国際課税の比較

Flat tax 付加価値税

1 国内製品の輸出を免税にするか？ × ○ × 〇

2 国外製品の輸入を課税するか？ × ○ × 〇

(資料）関口（2015）,表7-8に加筆。.

下院共和党案現行法人税

【表６】国境調整の例示（輸出取引なしの場合） （単位：ドル）

売上 1,000 1,000 1,000
国内売上 1,000 1,000 1,000
輸出 0 0 0

仕入 -600 -600 -540
国内仕入 -300 -300 -300
輸入 -300 -300 -240

400 400 460

輸出非課税（減算） 調整しない 0 0

輸入課税（加算） 調整しない 300 240

課税所得 400 700 700
法人税額（税率20%） -80 -140 -140

320 260 320

（資料）PWC（2017）の数値例を用いて作成。

税引き後利益

現行制度
（国境調整無）

国境調整有

柔軟な為替・国内
価格の変動無

国
境
税
調
整

【参考】　　　　　　為
替変動：ドル高

税引き前利益
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３．税制改革案の規模と負担構造：トランプ政権案と下院共和党案 

→OMBと異なり税収減（CBOと同じ結果） 

（１）トランプ政権案：法人所得税中心 

①トランプ政権案による伴う歳入減の規模：10年間で 34,375億ドル 

 

② トランプ政権案による租税負担軽減の構造（減税分（グロス）と減税分（増税とネット）） 

 

【表７】トランプ政権案
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018-27 2028-37

個人所得税 (71.4) (96.6) (112.5) (126.4) (140.7) (148.9) (1,364.4) (2,257.6)
オバマケア関連税の廃止（純投資所得税） (4.6) (2.2) (12.2) (15.4) (16.4) (17.4) (150.6) (330.5)
個人代替ミニマム税の廃止 (26.6) (36.7) (39.8) (42.3) (44.5) (46.5) (445.5) (721.0)
個人所得税の税率区分の簡素化（10, 25, and 35%） (126.9) (175.3) (181.7) (189.4) (199.0) (208.8) (2,028.0) (3,288.3)
基礎控除（standard deduction）の2倍化 (51.0) (67.8) (68.1) (69.6) (71.1) (72.8) (708.2) (962.2)
Enhance tax benefits for child and dependent care expenses (6.8) (9.4) (9.7) (10.1) (10.4) (10.7) (103.2) (146.1)
死亡時キャピタルゲインの500万ドル以下の免除の廃止 3.4 4.5 4.6 4.8 4.9 5.0 48.9 67.8
項目別控除（itemized deductions）の廃止（慈善寄付・モーゲージ利子除く） 86.0 121.4 132.1 141.2 149.9 159.9 1,546.3 2,849.3
特定世帯主（head of household）の申告ステータスの廃止 13.1 17.7 18.6 19.2 20.4 21.4 208.4 336.7
人的控除（personal exemptions）の廃止 107.2 147.1 152.9 159.2 165.0 170.4 1,646.4 2,403.6
適格パススルー所得（事業所得）への税率を15％へ引き下げ (91.7) (136.1) (155.5) (177.3) (200.5) (216.1) (2,000.6) (3,742.4)
大規模パススルー事業者からの分配を適格配当として課税 26.5 40.2 46.3 53.3 61.0 66.7 621.7 1,275.5

法人所得税 (83.3) (165.5) (196.3) (192.3) (193.4) (195.7) (1,870.2) (2,978.1)
法人税率の15％への引き下げ及び法人代替ミニマム税の廃止 (100.4) (199.1) (235.8) (234.1) (236.9) (241.0) (2,292.1) (3,443.0)
国外留保所得（accumulated foreign earnings）に対するみなし配当課税 7.2 14.5 16.1 16.1 16.1 16.1 150.4 10.5
ある事業者向け租税支出の廃止 9.9 19.1 23.4 25.7 27.4 29.2 271.5 454.4

遺産税及び相続税等 0.0 (15.3) (22.8) (24.7) (25.8) (27.0) (238.9) (443.3)
遺産税、贈与税、世代跳躍税の廃止 0.0 (15.3) (22.8) (24.7) (25.8) (27.0) (238.9) (443.3)

歳入の変化（マクロフィードバック前） (154.7) (277.4) (331.6) (343.4) (359.9) (371.6) (3,473.5) (5,679.0)

歳入の変化（マクロフィードバック後） (125.3) (251.1) (314.0) (331.3) (351.2) (365.2) (3,364.5) (5,876.0)

（資料）Tax Policy Center Staff (2017)Table２を加工して作成。

（単位：10億ドル）

【図１】トランプ政権案による税引き後所得の変化率（2018年）

（資料）Tax Policy Center Staff (2017)Figure２を加工して作成。
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（２）下院共和党案：個人所得税中心 

①下院共和党案による歳入減の規模：10年間で 31,007億ドル 

 

②下院共和党案による租税負担軽減の構造（減税分（増税分とネット）） 

 

【表８】下院共和党案
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016-26 2027-36

個人所得税及び社会保障税 (10.8) (155.3) (224.2) (230.1) (224.3) (210.8) (2,022.6) (1,733.9)
オバマケア関連税の廃止 (5.6) (23.1) (57.0) (72.2) (78.5) (82.4) (803.1) (1,430.0)
Repeal alternative minimum tax 0.0 (25.0) (34.7) (37.2) (40.1) (42.9) (427.3) (723.7)
個人所得税の税率区分の簡素化（12, 25, and 33％） 0.0 (92.6) (129.2) (135.9) (143.1) (149.8) (1,542.9) (2,620.4)
項目別控除の廃止（慈善寄付及びモーゲージ利子除く） 0.0 106.6 150.3 161.8 174.8 187.3 1,907.6 3,342.0
基礎控除の引き上げ（$24,000/$18,000/$12,000） 0.0 (93.5) (126.7) (128.9) (131.6) (135.9) (1,361.0) (1,911.1)
資本所得の課税所得への算入50％措置 (5.2) (22.8) (34.4) (44.2) (48.3) (50.6) (497.8) (848.6)
納税者及び扶養家族の人的控除の廃止 0.0 108.8 148.3 153.2 158.6 165.3 1,653.6 2,427.9
Additional nonrefundable credit of $500 per dependent; increase CTC phaseout for MFJ0.0 (25.3) (33.9) (33.8) (33.7) (33.6) (325.5) (312.6)
Repeal child and dependent care and elderly credits 0.0 2.7 3.6 3.7 3.8 3.9 38.9 48.8
全額投資控除（新規借り入れに関する純利子控除の廃止） 0.0 (93.6) (113.7) (99.0) (86.8) (71.9) (637.5) 487.6
下院共和党プランにより明確に定義された個人向け租税支出の廃止 0.0 25.2 35.5 37.2 38.1 39.0 385.2 515.7
積極的事業所得（active business income）に対する上限25％の課税 0.0 (22.7) (32.3) (34.8) (37.5) (39.2) (412.8) (709.5)

法人所得税 0.0 (91.6) (163.6) (149.2) (137.8) (112.0) (890.7) (192.5)
法人税率の20％への引き下げ及び法人代替ミニマム税の廃止 0.0 (80.7) (163.6) (183.4) (194.0) (192.7) (1,844.9) (2,751.5)
全額投資控除（新規借り入れに関する純利子控除の廃止） 0.0 (70.0) (120.3) (103.4) (86.1) (66.5) (447.5) 636.4
2017年以降の国外源泉所得課税に対する領土主義課税の採用 0.0 (3.6) (7.3) (8.4) (8.7) (9.0) (87.9) (139.2)
被支配外国子会社の2017年以前の所得へのみなし配当課税 0.0 7.8 15.6 17.3 17.3 17.3 138.3 0.0
国境調整 (輸出控除、輸入非控除） 0.0 49.9 101.4 115.5 118.9 122.4 1,179.6 1,689.3
下院共和党プランにより明確に定義された法人向け租税支出の廃止 0.0 5.0 10.6 13.2 14.8 16.5 171.7 372.5

遺産及び贈与税 0.0 0.4 (13.2) (20.1) (21.3) (21.4) (187.4) (299.2)
遺産税、贈与税、世代跳躍税、Carryover basis for gainsの廃止 0.0 0.4 (13.2) (20.1) (21.3) (21.4) (187.4) (299.2)

歳入の変化（マクロフィードバック前） (10.8) (246.5) (401.0) (399.4) (383.4) (344.2) (3,100.7) (2,225.6)

歳入の変化（マクロフィードバック後）

TPC Keynesian model estimates (10.8) (203.6) (372.5) (387.4) (376.6) (342.6) (3,008.8) (2,225.6)
PWBM overlapping generations model estimates (10.8) (200.0) (339.5) (339.2) (322.9) (282.9) (2,507.6) (1,944.1)

（資料）Jim Nunns, Len Burman, Ben Page, Jeff Rohaly, and Joe Rosenberg(2016),Table2より作成。

（単位：10億ドル）

【図２】共和党下院案による税引き後所得の変化率（2017年及び2025年）

（資料）Jim Nunns, Len Burman, Ben Page, Jeff Rohaly, and Joe Rosenberg(2016),Figure１.
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【参考】州財政への影響：カリフォルニア州の試算（税収確保。国境調整税のないケース） 

※政府間租税関係の論点：連邦課税ベースに依拠するか？ 

 

【表7－2】個人と企業の納付額の変化 （百万ドル）

現行法 Flat Tax 差額 変化

① ② ②－① ②／①
個人 66,325 50,441 -15,884 76%
企業 15,336 36,661 21,325 239%

合計 81,661 87,102 5,441 107%

(資料）Caｌifornia Franchise Tax Board（1995） Table2.

【表7－3】企業種類別納付額の変化 （百万ドル）

現行法 Flat Tax 差額 変化
① ② ②－① ②／①

C法人 10,654 16,841 6,187 158%
自営業 4,840 7,098 2,258 147%
パートナーシップ 2,113 4,801 2,688 227%
S法人 1,378 2,610 1,232 189%
その他 -3,649 5,311 8,960 N/A

企業合計 15,336 36,661 21,325 239%

(資料）Caｌifornia Franchise Tax Board（1995）Table2.

【表7－４】収入規模別納付額の変化（C法人） （百万ドル）
現行法 Flat Tax 差額 変化

① ② ②－① ②／①
194,357 184 614 430 334%
29,228 125 437 312 350%
31,218 556 1,213 657 218%
5,677 218 444 226 204%
3,483 336 479 143 143%
2,060 391 536 145 137%
3,791 8,843 13,120 4,277 148%

269,814 10,653 16,843 6,190 158%

(資料）Caｌifornia Franchise Tax Board（1995） Table14.

【表7－5】業種別納付額の変化（C法人） （百万ドル）

現行法 Flat Tax 差額 変化
① ② ②－① ②／①

農業・林業・漁業 7,254 191 327 136 171%
建設・鉱業 28,821 458 809 351 177%
製造業 34,436 3,719 5,791 2,072 156%

食品 1,523 155 257 102 166%
化学・石油 1,965 441 765 324 173%
電子機器 7,150 878 1,419 541 162%
運輸機器 1,205 1,010 1,467 457 145%

その他 22,593 1,235 1,883 648 152%
卸売・小売業 68,309 1,759 2,991 1,232 170%
運輸・通信・ 7,148 2,149 2,643 494 123%
サービス業 123,847 2,377 4,280 1,903 180%

269,815 10,653 16,841 6,188 158%

(資料）Caｌifornia Franchise Tax Board（1995） Table13.

＄１－＄２
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４．オバマケア代替案（下院可決（2017.5.4）、上院審議中）:州への影響も含めて 

（１）概要 

 

【表９】オバマケアとオバマケア代替案（下院通過案）

保険加入の個人に対する義務づけ（individual
mandate）を執行。

個人の保険加入義務（individual mandate）の執
行を終了。ただ、保険会社は再加入時には30％
のプレミアム料金を課することが出来る（保険継
続加入のインセンティブ）。州はこの規制をさら
に厳格にすることができる。

保険加入の大規模企業の雇用主に対する義務
付け(Employer Mandate)をおこなった。

大規模企業の雇用主保険提供義務(Employer
Mandate)の撤廃。

保険料
中低所得層がオバマケア（ACA）市場から保険
を購入する際に便益を付与する、所得、年齢、
地域、その他の要素に基づく税額控除制度。

州ごとに販売されている個人保険を購入する人
のための、所得や年齢に基づく税額控除制度。
保険料が増大しても税額控除額は増加しない。

自己負担

オバマケア（ACA）利用者の免責額と自己負担
（deductible and copaymants)を支援するため
に、連邦政府から保険会社に支払われる費用
共同補助金（cost-sharing subsydies)。

オバマケア（ACA）利用者の免責額と自己負担
（deductible and copaymants)を支援するため
に、連邦政府から保険会社に支払われる費用
共同補助金（cost-sharing subsydies)の2020年
の撤廃。

医療費の
積み立て

個人は「医療貯蓄口座」に最大3400ドルまで、
家族単位では6750ドルまで拠出することができ
る。

2018年以降、個人は医療貯蓄口座に最大6550
ドルまで、家族は最大1万3100ドルまで拠出する
ことができる。

保険会社は、既往歴による保険料の引き上げ
や保険加入の拒否をすることはできない。

保険会社は、保険加入者が一度未加入になり、
その後再加入したとき、既往歴によって保険料
を引き上げることができる（と州が定めることが
出来る）。州は、病気を有する住民をカバーする
（ハイリスクプールのような）プログラムを設定し
なければならない。そして、連邦政府は、個人市
場内における病人への高い保険料の支援のた
めに、80億ドルの資金を調達する。

保険会社は高齢者に、若者の最大3倍までの保
険料を請求できる。

保険会社は高齢者に、若者の最大5倍までの保
険料を請求できる（州はこの割合を変更でき
る）。

保険者は、必要不可欠な医療給付（Essential
Health Benefits）として、病院受診（hospital
visits）とメンタルヘルスケアのような一定の分類
をカバーすることが要求されている。

州は、必要不可欠な医療給付（Essential Health
Benefits）の適格要件を変更することが出来る。

必要不可欠な医療給付（Essential Health
Benefits）では、年間給付額や生涯給付額の上
限設定を禁止。

上限設定の禁止には変更がないが、州が必要
不可欠な医療給付（Essential Health Benefits）
の範囲を狭くできるので、より多くのケアが上限
に直面する可能性がある。

州に対す
る措置

-

州は、ハイリスクプールやその他プログラムの
病人を支援するための患者・州安定基金
（Patient and State Stability Fund）に対して、連
邦政府から10年間で1300億ドルの資金提供を
受ける。

メディケ
イドの取
り扱い

メディケイドは、適格者に対する上限なしの低率
連邦補助金による、エンタイトルメントプログラ
ムである。

メディケイドは、各州の現在の支出額（コスト上
昇を調整しない）に基づく一人当たり金額（perー
capita amount）又はブロック補助金を各州にあ
たえることで、資金調達される（CBOによれば、
連邦政府による資金は文を相当程度減少させ
ることを企図している）。

オバマケア 下院通過案（AHHC)

保険加入
への義務

付け

保険会社
への措置

（資料）Darla Cameron, Leslie Shapiro and Kim Soffen （2017）等より作成。
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（２）規模と内容 

 ①金額 

 

【下院通過案】財政赤字の削減額は 1,190億ドル 

【上院案】財政赤字削減効果は 3,230億ドル（さらなる財政赤字の削減を求める案）。 

②下院通過案：財政赤字の削減額は 1,190億ドル。 

１）直接的に保険給付に関連する規定）：7,830億ドルの赤字削減 

・メディケイド支出（8,340億ドル）の赤字削減 

・個人（非団体保険）に対する費用共同補助金や税額控除等の削減（2,760億ドル） 

・州および保険者への資金拠出の新規創設（1,770億ドルの支出増（赤字増加）） 

・罰金支払いの廃止に伴う歳入減少（2,100億ドルの赤字増加） 

２）直接的には保険給付に関連しない規定2：6,640億ドルの歳入減少（赤字増加） 

→税制改革に伴う減税にも関連 

  ・高所得層の純投資所得への追加税部分の廃止（1,722億ドル） 

 ・保険会社(health insurance provider)への年間料金（annual fee）の廃止 

  ・医療費控除の決定の基礎となる所得金額（income threshold）の減額 

  ・雇用主提供保険の保険料が高額になった際の雇用主への個別消費税の適用延期 

  ・高所得層のメディケア病院保険への追加税部分の廃止（586億ドル） 

 

                                                   
2 Congressional Budget Office (2017b)p14. 

【表10】オバマケア代替案による財政赤字削減額 （単位：10億ドル）

給付に関連する規定の改革 -783 -863
メディケイド支出の削減（Medicaid） -834 -772
税額控除及び各種給付規定の廃止（Tax Credits and Selected Coverage Provisionsa） -276 -408
州および保険者への資金拠出の創設（Funds to States and Insurers） 117 107
罰金支払いの廃止（Penalty Payments） 210 210

給付に関連しない規定の改革（Noncoverage Provisions） 664 541

-119 -323

（資料）Congressional Budget Office (2017b)より作成。

2017-2026年における財政赤字の増加（＋）

又は減少（－）

BCRA（上院案）

合計：オバマケア代替案による財政赤字の削減額

AHCA（下院通過案）

a)市場(marketplace)を通じた医療給付に対する補助金及び関連した支出・収入、小規模雇用主税額控除、個人（非団体）保険に対する税額控除、メディケア、その
他の収入・支出に関する給付規定の効果を含む。
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③ 無保険者の推移：2026年に 51百万人（オバマケア継続なら 28百万人）。2000万人増。 

 

※メディケイド削減の影響。 

※中低所得層への補助金等削減の影響。 

 

５．小括：社会的分断を是正する姿勢はみられない。 

 歳入中立の税制改革を志向としているが・・・・。 

→減税の対象は高所得層が中心。 

→経済成長による自然増収を歳入と歳出の両者で依存。 

：税制改革での減税と経済成長による自然増収（歳入中立）。経済成長による自然増収によ

る財政赤字削減。 

→大半は歳出削減による財政赤字削減。支出削減対象は中低所得層が中心になっている。 
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【表１０】65歳以下の人々に対する医療保険のカバレッジ：下院通過案（AHHC）に基づく
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

65歳以下の総人口5 （単位：百万人） 273 274 275 276 276 277 278 279 279 280

無保険者（現行法）：① 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28
無保険者の割合（％） 9.5% 9.5% 9.8% 9.8% 9.8% 9.7% 10.1% 10.0% 10.0% 10.0%

下院通過案（AHCA）によるカバレッジの変化
メディケイド(a) 0 -4 -6 -9 -12 -13 -13 -14 -14 -14
個人（非団体カバレッジ（市場（marketplaces）含む）(b ) -1 -8 -8 -10 -9 -9 -8 -7 -6 -6
雇用ベースのカバレッジ（Employment-based coverage） 0 -2 -2 0 1 1 0 -1 -2 -3
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無保険（②） 1 14 16 19 21 21 21 22 23 23

下院通過案（AHCA）の下での無保険者：①＋② 28 41 43 46 48 48 49 50 50 51
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無保険者（非合法移民者除くUS居住者）の割合（％） 8.0% 13.0% 13.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 16.0%

（資料）Congressional Budget Office (2017a)
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ドイツにおける財政調整制度の改革について 

 

2017年 9月 25日 

和光大学 半谷俊彦 

 

１．現行の財政調整制度 

第１段階：売上税収の連邦と州の間の配分 

・ 連邦へ一定割合を優先配分する。 

・ 残余の 2.2%を市町村に配分する。 

・ 残余を一定割合で連邦と州で分けあう（2017年：連邦 49.7%、州 50.3%）。 

・ 一定額を連邦と州の間でやり取りする（2017年：連邦から州へ 900,788,000ユーロ）。 

第２段階：売上税収の州間配分 

・ 売上税収州分の 25%を売上税を除く税収の 1 人あたり州平均額が全州平均額を下回る州へ優先配分す

る（州平均額が全州平均額を下回る額が小さいほど高い水準が補償される。最低補償水準は全州平均

額の 94.475%。但し、売上税収州分の 25％で達成できない場合、補償水準は引き下げられる）。 

・ 売上税収州分の 75％を人口比例で各州へ配分する。 

第３段階：州間財政調整（いわゆる水平的財政調整） 

・ 課税力測定値（州の税収見積額に、全国平均税率による市町村税収見積額の 64%を加算した金額）が

調整額測定値（課税力測定値を補正人口に応じて各州に振り分けた金額）を上回る州が下回る州に交

付金を交付する（課税力測定値が調整額測定値の 80%未満である場合にはその差額の 75%を、80%以上

93％未満の場合には逓減的にその差額の 75%～70%を、93％以上の場合には逓減的にその差額の 70%～

44%を受領する。最低補償水準は調整額測定値の 73.415%となる）。 

第４段階：連邦補充交付金 

・ 一般連邦補充交付金を、州間財政調整を行ってもなお財政力が不足する州に給付する（調整額測定値

の 99.5%に満たない部分の 77.5%が交付される）。 

・ 特別需要連邦補充交付金を特定の州に給付する。2005 年～2019 年は、「旧東独州に対する特別需要連

邦補充交付金」、「失業手当および社会給付の負担に対する特別需要連邦補充交付金」、「行政費用が相

対的に高い中小州に対する特別需要連邦補充交付金」の 3つが交付されている。 
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２．改革のポイント 

・ 2020年から適用する。 

・ 売上税収の垂直的配分方法を整理する。 

・ 州間財政調整（いわゆる水平的財政調整）と売上税収の優先配分を廃止し、売上税収の増減を通じた

「財政力調整」に一本化する。 

・ 売上税収の州間配分は原則として住民数に応じて行うが、財政力調整のため、財政力に応じて増額ま

たは減額する。増額または減額は、調整額測定値との差額の 63%に留める。 

・ 調整額測定値の算定における補正人口の計算方法は変更しない。 

・ 調整額測定値の算定において、市町村税収の算入割合を 64%から 75%へ引き上げる。 

・ 一般連邦補充交付金の給付額が、調整額測定値の 99.5%に満たない部分の 77.5%から、99.75%に満たな

い部分の 80%へ引き上げられる。 

・ 「旧東独州に対する特別需要連邦補充交付金」、「行政費用が相対的に高い中小州に対する特別需要連

邦補充交付金」は維持する。 

・ 「失業手当および社会給付の負担に対する特別需要連邦補充交付金」を終了する。 

・ 「租税力の弱い市町村を有する州に対する特別需要連邦補充交付金」及び「研究促進の為の特別需要

連邦補充交付金」を導入する。 
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３．2020年からの財政調整制度 

第１段階：売上税収の連邦と州の間の配分 

・ 売上税収を、連邦、州、市町村に以下の割合で配分する。 

 2020年：連邦 52.80864227%、州 45.19541378%、市町村 1.99594395% 

・ 一定額を、連邦、州、市町村の間で移動する。 

 2020年：連邦ｰ 6,737,954,667ユーロ、州 4,337,954,667ユーロ、市町村 2,400,000ユーロ 

 2021年以降：連邦-6,871,288,000ユーロ、州 4,471,288,000ユーロ、市町村 2,400,000ユーロ 

第 2 段階：売上税収の州間配分 

・ 売上税収を人口に比例して配分する。 

・ 課税力測定値（上記売上税収を含む州の税収見積額に、全国平均税率による市町村税収見積額の 75%

を加算した金額）が調整額測定値（課税力測定値を補正人口に応じて各州に振り分けた金額）を上回

る州については、上回った金額の 63%を減額する。 

・ 課税力測定値が調整額測定値を下回る州については、下回った金額の 63%を増額する。 

第 3段階：連邦補充交付金 

・ 一般連邦補充交付金を、課税力測定値に売上税収の増額分を加えた額が調整額測定値給付を下回る州

に給付する（調整額測定値の 99.75%に満たない部分の 80%を給付する）。 

・ 特別需要連邦補充交付金を特定の州に交付する。2020 年からは、「旧東独州に対する特別需要連邦補

充交付金」、「行政費用が相対的に高い中小州に対する特別需要連邦補充交付金」、「租税力の弱い市町

村を有する州に対する特別需要連邦補充交付金」、「研究促進の為の特別需要連邦補充交付金」の５つ

が交付される。 
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４．改革までの経緯 

・ 1969年  現行の財政調整制度が導入される。 

・ 1995年  旧東ドイツ諸州が財政調整制度に組み入れられる。 

・ 1999年  連邦憲法裁判所により判決を通じて是正勧告がなされる P0F

1
P。 

・ 2001年  基準法が 2019年までの期限付きで制定される。 

      修正された財政調整法が 2019年までの期限付きで施行される。 

      連帯協定Ⅱによる 2019年までの東独支援策が合意される。 

・ 2013年  大連立政権の連立協定において財政調整制度の改革に向けた検討が合意される P1F

2
P。 

・ 2016年  連邦首相と州首相の間で改革の内容が合意される P2F

3
P。 

・ 2017年  改革法案が、6月 1日に連邦議会で、6月 2日に連邦参議院で可決される。 

 

 

５．財務省学術顧問団の提案 

・ 2015年 5月に財務省学術顧問団が改革について提案 P3F

4
P。 

・ 売上税収優先配分を廃止し、売上税収は人口比例配分とする。 

・ 州間財政調整（水平的財政調整）の調整額算定を累進的ではなく比例的に行い、60%に抑える。 

・ 課税力測定値の計算において、市町村税収を 100%参入する。 

・ 調整額測定値の計算において、人口密度の低い州への加算（補正人口の引上げ）を廃止する。 

・ 一般連邦補充交付金の補償を不足額の 50%に引き下げる。 

 

  

1 Urteil zum Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern 2. BvF 2/98 vom 11. November 1999.  
2 "Deutschlands Zukunft gestalten,Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD"、Seite 67. 
3 連邦及び諸州の首相による 2016 年 10月 14日の決定。 
4 Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium der Finanzen, "Reform des 

bundesstaatlichen Finanzausgleichs", Mai 2015. 
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参考資料 1：州の歳入内訳（2012年予算） 

 収入金額 

(百万 Euro) 

 
構成比 

州税収 13,269  5.8% 

共同税収州分 186,695  81.6% 

連邦補充交付金 11,838  5.2% 

その他 16,876  7.4% 

総歳入（州債除く） 228,678  100.0% 

※ Bundesministerium der Finanzen, "Finanzbericht 2012", 12. Aug. 2011, 

S.298より作成。 

 

 

参考資料 2： 財政調整の規模（2010年決算） 

 総額 

(百万 Euro) 

最大受領額 

(百万 Euro) 

売上税収州分の 25% 8,985  

州間財政調整 ±6,985 2,884 

一般連邦補充交付金 2,607 907 

特別需要連邦補充交付金 10,260 2,625 

 旧東独州に対する交付金 8,743 2,280 

 失業手当および社会給付に対する交付金 1,000 319 

 相対的に高い行政費用に対する交付金 517 26 

※ Bundesministerium der Finanzen, "Finanzbericht 2012", 12. Aug. 2011より作成。 
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参考資料 3： 州間財政調整の拠出・受領額（単位：百万 Euro。－は拠出、＋は受領） 

  
2007 2008 2009 2010 2011 

西 バイエルン －2,311 －2,923 －3,354 －3,511 －3,663 

西 ﾊﾞｰﾃﾞﾝ・ﾋﾞｭﾙﾃﾝﾍﾞﾙｸ －2,316 －2,499 －1,488 －1,709 －1,779 

西 ヘッセン －2,885 －2,470 －1,902 －1,752 －1,804 

西 ハンブルク －368 －371 －45 －66 －62 

西 ﾉﾙﾄﾗｲﾝ・ｳﾞｪｽﾄﾌｧｰﾚﾝ －38 ＋54 －59 ＋354 ＋224 

西 ニーダーザクセン ＋318 ＋317 ＋110 ＋259 ＋204 

西 ﾗｲﾝﾗﾝﾄ･ﾌﾟﾌｧﾙﾂ ＋343 ＋374 ＋293 ＋259 ＋234 

西 ｼｭﾚｽｳﾞｨｯﾋ･ﾎﾙｼｭﾀｲﾝ ＋136 ＋177 ＋169 ＋101 ＋115 

西 ザールラント ＋125 ＋116 ＋93 ＋89 ＋120 

西 ブレーメン ＋471 ＋505 ＋433 ＋445 ＋516 

－ ﾍﾞﾙﾘﾝ ＋2,900 ＋3,140 ＋2,877 ＋2,900 ＋3,043 

東 ザクセン ＋1,165 ＋1,158 ＋910 ＋854 ＋918 

東 ザクセン・アンハルト ＋627 ＋627 ＋514 ＋497 ＋540 

東 チューリンゲン ＋644 ＋637 ＋497 ＋472 ＋527 

東 ブランデンブルク ＋675 ＋621 ＋501 ＋401 ＋440 

東 ﾒｯｸﾚﾝﾌﾞﾙｸ･ﾌｫｱﾎﾟｰﾒﾙﾝ ＋513 ＋538 ＋450 ＋399 ＋429 

 

 

  



 

参考資料 4： 連邦補充交付金の交付額（単位：百万 Euro） 

 

一般補充 

交付金 

特別補充交付金 

行政費用 社会給付 旧東独 

西 ニーダーザクセン 127    

西 ﾉﾙﾄﾗｲﾝ･ｳﾞｪｽﾄﾌｧｰﾚﾝ 119    

西 ﾗｲﾝﾗﾝﾄ･ﾌﾟﾌｧﾙﾂ 144 46   

西 ｼｭﾚｽｳﾞｨｯﾋ･ﾎﾙｼｭﾀｲﾝ 51 53   

西 ザールラント 46 63   

西 ブレーメン 146 60   

－ ベルリン 912 43  1,663 

東 ザクセン 350 26 319 2,280 

東 ｻﾞｸｾﾝ･ｱﾝﾊﾙﾄ 202 53 187 1,376 

東 チューリンゲン 192 56 176 1,251 

東 ブランデンブルク 176 55 190 1,253 

東 ﾒｯｸﾚﾝﾌﾞﾙｸ･ﾌｫｱﾎﾟｰﾒﾙﾝ 157 61 128 921 

※Bundes ministerium der Finanzen, “Finanzbericht 2013”, S.158 より。 

 

 

  



 

参考資料 5： 旧東独諸州の財政支援 

   

 （１）ドイツ統一基金  

  ・1990年より 1994年まで旧東ドイツ諸州へ交付金を交付  

  ・1992年に第 1次積み増しを決定（売上税増税分：税率 14%から 15%へ）  

  ・1993年に第 2次積み増しを決定（連邦が一般財源より拠出）  

  ・1991年より 2019年まで償還（2004年までは連邦と州が折半）  

     （２）連帯付加税の一時導入  

  ・1991年 7月から 1992年 6月まで徴収（税率 7.5%、但し半年のため 3.75%）  

     （３）連帯協定 I  

  ・1995年より旧東ドイツ諸州を財政調整制度に組み込む  

  ・売上税の州間配分調整に加わる（売上税収州分の 25%）  

  ・水平的財政調整に加わる  

  ・売上税の垂直的配分を変更（連邦 63%→56%、州 37%→44%）  

  ・連邦補充交付金の上限（売上税収の 2%）を廃止  

  ・欠損額連邦補充交付金を新設（調整額測定値の 99.5%を補償）  

  ・1995 年より 2004年まで特別財政需要連邦補充交付金を交付（旧東ドイツ諸州）  

  ・1995 年より 2004年まで移行期連邦補充交付金を交付（旧西ドイツ財政弱体州）  

  ・1995 年より 2004年まで西ドイツ諸州はドイツ統一基金償還負担を割増し  

  ・1995年より 2004年まで復興公共投資補助金を交付（年額 33.7Euro）  

  ・1995年より連帯付加税を徴収（税率 7.5%）  

     （４）連帯付加税の税率引き下げ  

  ・1998年より 5.5%  

     （５）連帯協定 II  

  ・2005年より 2019年まで特別財政需要連邦補充交付金を延長（対象：旧東ドイツ諸州）  

  ・2005年より 2019年まで政策補助金の割り増し（総額 513.6億 Euro）  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

la cotisation foncière des entreprises CFE) 

la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises CVAE) 

Les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux IFER) 

 
la taxe additionnelle sur les installations nucléaires de base  

 
la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties  

 
les droits de mutation à titre onéreux DMTO)  

la taxe spéciale sur les contrats d’assurance TSCA)  
la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)  

 

  
la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle DCRTP) 

 
le fonds national de garantie individuelle des ressources FNGIR)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

－21－



2017 12 4  
3  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

l’article 34 de la loi n°2010-
1658 du 29 décembre 2010

CET IFER

CET CFE+CVAE
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Contributions directes
Taxe d’habitation
Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti
Cotisation foncière des entreprises CFE
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises CVAE
impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux IFER

CFE CVAE IFER
Taxe sur les surfaces commerciales

Autres contributions
Taxes liées à l’urbanisme
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
Droits de mutation à titre onéreux
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
Versement destiné aux transports en commun
Taxe spéciale sur les conventions d’assurance
Taxe sur les cartes grises
Taxe sur la consommation finale d’électricité
Impôts et taxes d’outre-mer
Contribution au développement de l’apprentissage
Taxe sur les pylônes électriques
Taxe de séjour
Taxes sur les remontées mécaniques
Redevance des mines
Taxe sur les permis de conduire
Autres

l’Observatoire des finances locales, Rapport de l’Observatoire des finances locales, Les finances des collectivités
locales en 2016.
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FISCALITÉ DIRECTE
Taxe d’habitation
Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti
Taxe professionnelle
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
Taxe pour frais de chambre d’agriculture, de commerce et d’industrie,
chambre des métiers

FISCALITÉ INDIRECTE
Droits de mutation à titre onéreux
Taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers
Taxe sur les cartes grises
Taxe sur l’électricité*
Taxe spéciale sur les conventions d’assurance
Taxe de séjour
Taxe sur les permis de conduire
Taxe locale d’équipement
Taxe des espaces naturels sensibles

Versement destiné aux transports en commun

l’Observatoire des finances locales, Rapport de l’Observatoire des finances locales, Les finances des collectivités
locales en 2010.
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DCRTP FNGIR)
 

1 AIN 5.7 19.9 4.4 6.3 50 MAINE-ET-LOIRE 9.4 16.2 6.1 5.7
2 AISNE 12.7 27.4 9.4 7.3 51 MANCHE 10.7 25.1 6.7 6.3
3 ALLIER 8.7 19.1 7.8 10.0 52 MARNE 6.0 6.6 5.7 3.7
4 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 12.0 39.1 4.6 9.0 53 HAUTE-MARNE 14.6 19.6 7.7 7.0
5 HAUTES-ALPES 11.5 58.7 4.3 7.5 54 MAYENNE 11.2 20.6 7.6 7.1
6 ALPES-MARITIMES 7.6 5.1 6.3 6.9 55 MEURTHE-ET-MOSELLE 7.6 13.3 6.8 7.3
7 ARDÈCHE 9.8 50.4 5.7 8.9 56 MEUSE 15.8 26.3 8.5 6.8
8 ARDENNES 12.0 17.9 7.7 7.0 57 MORBIHAN 10.5 23.9 7.0 6.8
9 ARIÈGE 11.1 53.0 5.9 12.4 58 MOSELLE 6.2 21.8 5.5 5.3

10 AUBE 12.8 15.1 8.9 6.8 59 NIÈVRE 12.2 35.4 8.9 9.3
11 AUDE 16.5 42.9 7.4 11.5 60 NORD 7.3 22.0 7.3 6.2
12 AVEYRON 10.3 48.4 5.7 11.3 61 OISE 12.5 31.0 7.1 7.0
13 BOUCHES-DU-RHÔNE 6.0 9.8 7.7 5.5 62 ORNE 19.5 23.8 11.4 7.0
14 CALVADOS 11.6 21.8 5.2 5.9 63 PAS-DE-CALAIS 8.9 25.7 7.1 7.5
15 CANTAL 12.8 56.9 8.0 11.1 64 PUY-DE-DÔME 10.2 20.3 7.1 7.0
16 CHARENTE 12.4 25.5 5.8 8.1 65 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 7.4 16.5 6.4 7.3
17 CHARENTE-MARITIME 11.2 23.3 5.7 7.5 66 HAUTES-PYRÉNÉES 12.7 39.9 7.4 12.3
18 CHER 7.8 15.9 6.2 6.3 67 PYRÉNÉES-ORIENTALES 9.4 21.3 7.0 11.2
19 CORRÈZE 11.0 43.5 5.4 11.1 68 BAS-RHIN 5.8 24.1 6.3 6.0
20 CORSE-DU-SUD 10.3 22.4 6.3 6.1 69 HAUT-RHIN 5.9 28.2 5.5 6.7
21 HAUTE-CORSE 10.1 33.3 8.7 8.3 70 RHÔNE 5.1 9.1 5.3 6.1
22 CÔTE-D'OR 8.5 32.1 6.9 9.6 71 HAUTE-SAÔNE 15.6 40.8 6.8 8.4
23 CÔTES-D'ARMOR 14.2 50.3 5.5 8.5 72 SAÔNE-ET-LOIRE 10.1 17.9 6.3 6.9
24 CREUSE 9.1 15.3 6.5 7.0 73 SARTHE 10.3 17.0 7.4 6.7
25 DORDOGNE 9.6 35.3 6.5 8.8 74 SAVOIE 7.0 27.4 4.6 8.5
26 DOUBS 12.2 31.3 5.7 6.0 75 HAUTE-SAVOIE 7.4 22.4 5.2 6.9
27 DRÔME 13.0 19.7 7.5 7.0 76 VILLE DE PARIS - - 2.2 -
28 EURE 7.4 17.6 6.8 6.6 77 SEINE-MARITIME 13.2 22.7 6.5 6.4
29 EURE-ET-LOIR 6.3 27.1 9.7 - 78 SEINE-ET-MARNE 9.9 27.7 6.1 6.2
30 FINISTÈRE 7.5 29.2 8.6 - 79 YVELINES 4.6 16.4 4.8 4.5
31 GARD 13.2 40.6 8.9 10.9 80 DEUX-SÈVRES 8.9 26.0 6.6 6.9
32 HAUTE-GARONNE 10.8 49.5 7.4 10.0 81 SOMME 13.8 27.0 9.5 7.6
33 GERS 16.6 64.3 8.5 10.7 82 TARN 14.6 51.1 6.9 11.8
34 GIRONDE 8.0 16.1 6.2 8.5 83 TARN-ET-GARONNE 16.6 62.3 6.6 11.1
35 HÉRAULT 11.5 35.3 8.1 11.3 84 VAR 6.2 19.4 5.1 7.5
36 ILLE-ET-VILAINE 6.7 13.7 6.4 6.1 85 VAUCLUSE 7.9 23.3 6.1 10.0
37 INDRE 10.5 23.9 6.5 8.2 86 VENDÉE 7.7 18.7 7.6 7.3
38 INDRE-ET-LOIRE 7.9 18.5 6.3 5.6 87 VIENNE 6.4 12.6 5.5 5.6
39 ISÈRE 9.9 29.6 6.0 8.2 88 HAUTE-VIENNE 8.1 21.1 5.9 6.7
40 JURA 14.7 27.4 8.0 6.9 89 VOSGES 11.3 20.2 8.3 7.4
41 LANDES 7.7 21.5 7.0 8.3 90 YONNE 10.9 28.2 6.7 7.0
42 LOIR-ET-CHER 10.6 26.0 6.6 5.9 91 TERRITOIRE DE BELFORT 8.3 8.3 7.3 10.3
43 LOIRE 8.6 18.7 6.6 8.1 92 ESSONNE 7.8 23.2 5.8 7.0
44 HAUTE-LOIRE 8.9 25.0 5.4 8.1 93 HAUTS-DE-SEINE 4.6 7.4 5.7 5.6
45 LOIRE-ATLANTIQUE 5.9 16.0 6.2 7.4 94 SEINE-SAINT-DENIS 7.4 10.6 5.9 9.7
46 LOIRET 7.9 20.0 5.0 5.1 95 VAL-DE-MARNE 7.5 11.4 5.8 8.5
47 LOT 12.6 89.5 5.6 10.7 96 VAL-D'OISE 6.7 18.5 5.9 6.5
48 LOT-ET-GARONNE 14.6 54.6 7.6 9.8 10.4 32.6 6.7 8.2

49 LOZÈRE 10.3 101.9 4.3 8.1 10.3 27.1 6.5 8.1

MINEFI /DGI/M2.
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